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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関のための単一バルブを生産する方法であって、
－鋼は重量パーセンテージで以下の組成を有して生産され、鋳造されており、
　・０．４５％≦Ｃ≦０．５５％
　・１２％≦Ｃｒ≦１８％
　・１％≦Ｓｉ≦２．５％
　・微量≦Ｍｎ≦２％
　・０．２％≦Ｖ≦０．５％
　・微量≦Ｍｏ≦０．５％
　・０．５５％＜Ｃ＋Ｎ＜０．７０％であって、０．０５％＜Ｎ＜０．１５％
　・微量≦Ｎｉ≦１％
　・微量≦Ｃｕ≦０．２５％、又は、Ｃｕ＞０．２５％の場合にはＣｕ≦０．５Ｎｉ　
　・微量≦Ｃｏ≦１％
　・微量≦Ｗ≦０．２％
　・微量≦Ｎｂ≦０．１５％
　・微量≦Ａｌ≦０．０２５％
　・微量≦Ｔｉ≦０．０１０％
　・微量≦Ｓ≦０．０３０％
　・微量≦Ｐ≦０．０４０％
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　・微量≦Ｂ≦０．００５０％
　・残余は鉄と生産作業からの不純物
－前記鋼を、恒温状態において、１０００～１２００℃で圧延及び／又は鍛造によって熱
機械的に変態するステップと、
－前記バルブに一定の特性及び形状を付与する最終の熱的及び熱機械的処理作業を行うス
テップであって、前記最終の熱的及び熱機械的処理作業が、
　鍛造又は押出成形によって加熱成形するステップと、
　前記バルブの特定の部分に行われる、ＨＦ焼入れ、プラズマ焼入れ、又はレーザーショ
ックによる局所的表面焼入れ作業によって生産を終了するステップと、
を含む、熱的又は熱機械的処理作業を行うステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記熱機械的に変態するステップの後に、熱機械的に変態された前記鋼を、６５０～９
００℃で２～８時間軟化焼鈍し、続いて空気中又はオーブン中において冷却するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記熱的又は熱機械的処理作業を行うステップ中の前記鍛造又は押出成形によって加熱
成形するステップの後、かつ前記局所的表面焼入れ作業によって生産を終了するステップ
の前に、機械加工によって前記バルブに精密な所定の寸法を付与するステップをさらに備
えることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　１４％≦Ｃｒ≦１６％であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
　１％≦Ｓｉ≦２％であることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　０．０５％≦Ｎ≦０．１２％であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項７】
　微量≦Ｍｎ≦１％であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　Ｓｉ％／Ｍｎ％≧１であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項９】
　０．２％≦Ｍｏ≦０．５％であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　微量≦Ｎｉ≦０．５％であることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１１】
　微量≦Ａｌ≦０．０１５％であることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１２】
　微量≦Ｓ≦０．００３％であることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１３】
　微量≦Ｐ≦０．０１０％であることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１４】
　微量≦Ｂ≦０．００２０％であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記



(3) JP 5296554 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

載の方法。
【請求項１５】
　前記最終の熱的又は熱機械的処理作業は、焼入れ作業と、該焼入れ作業に引き続く焼き
戻し作業とを含むことを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記最終の熱的又は熱機械的処理作業は、焼鈍作業と、該焼鈍作業に引き続く機械加工
作業とを含むことを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　局所的表面焼入れによって作用される前記バルブの特定の部分は、ステムの端部及び／
又は弁座接触面であることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか一項に記載の方法を使用して生産されていることを特徴とす
る、内燃機関のための単一型バルブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は鉄冶金学に関する。より具体的には、本発明は内燃機関のバルブの生産に関す
る。
【０００２】
　本発明の好ましい応用は、“ＥＧＲ”タイプ（排気ガス再利用型）のディーゼルエンジ
ン用の給入バルブの生産であり、これらバルブは燃焼ガスと接触するように配置され、燃
焼ガスは、この燃焼ガスの完全燃焼と汚染排出生成物の量の削減とを確実にするために給
入口において再噴射される。
【０００３】
　これらバルブは使用される際に、局所的に４００～５００℃の温度に達する場合があり
、高度の機械的応力及び腐食性環境に曝される。
【０００４】
　さらにまた、このタイプのエンジンの長期のアイドリング期間中にバルブ上に堆積した
凝縮物は非常に高い反応性を有している。
【０００５】
　これら反応性の高い状況の下では、従来からバルブを生産するために使用される炭素鋼
、低合金組成の鋼、及びクロム合金化鋼及びシリコン合金化鋼は、不十分な耐腐食性しか
有していない。
【０００６】
　高度に合金化されたオーステナイト鋼は、これら条件化において腐食に対する非常に良
好なレベルの耐性を与えるが、その材料コストは非常に高い。
【０００７】
　さらに、これらオーステナイト鋼は焼入れによって硬化することができない。バルブの
接触面とバルブのステムの端部とは、高い硬度と良好な耐磨耗性とを有しなければならな
い。よって、一般的に、オーステナイト鋼から成るバルブは以下を含む２つ～３つの要素
から構成されている。
　－高い硬度を有し、耐腐食性を有し、コーティングによって堆積される合金から生産さ
れる、弁座接触面
　－焼入れによって高い硬度を有することができるマルテンサイト鋼から生産された、ス
テムのコールドエンド
【０００８】
　全ての場合において、これはバルブのコストを増加させる。
【０００９】
　さらに、オーステナイト鋼の高い耐クリープ性は、５００℃以下の温度においては有利
ではない。最後に、オーステナイト鋼の低い熱伝導率は実際にはかなり不利である。
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【００１０】
　したがって、オーステナイト鋼の使用は、いくつかの面では“過剰品質”を構成すると
ともに、技術的な欠点をも有する。さらに、この解決法を実施する高いコストは、工業的
レベルにおいては全体的に満足のできないものとなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　よって、特にこのバルブを単一の固体構成要素の形状で生産することが可能であるので
、一部の自動車運転者にとっては、低い生産コストを維持しつつ、作業中の高度な機械的
特性と腐食に対する高度な耐性とを有するＥＧＲディーゼルエンジンのために生産された
入口バルブを可能とする方法を有することが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このために、本発明は内燃機関のための単一バルブを生産する方法に関し、この方法は
以下の特徴を有している。
　－鋼は以下の重量％の成分を有して生産され、鋳造される。
　・０．４５％≦Ｃ≦０．５５％
　・１２％≦Ｃｒ≦１８％
　・１％≦Ｓｉ≦２．５％
　・微量≦Ｍｎ≦２％
　・０．２％≦Ｖ≦０．５％
　・微量≦Ｍｏ≦０．５％
　・０．０５％≦Ｎ≦０．１５％、かつ０．５５％≦Ｃ＋Ｎ≦０．７０％
　・微量≦Ｎｉ≦１％
　・微量≦Ｃｕ≦０．２５％、又はＣｕ≧０．２５％の場合にはＣｕ≦０．５％Ｎｉ　
　・微量≦Ｃｏ≦１％
　・微量≦Ｗ≦０．２％
　・微量≦Ｎｂ≦０．１５％
　・微量≦Ａｌ≦０．０２５％
　・微量≦Ｔｉ≦０．０１０％
　・微量≦Ｓ≦０．０３０％
　・微量≦Ｐ≦０．０４０％
　・微量≦Ｂ≦０．００５０％
　残量は鉄及び生産作業から生じる不純物である。
　－鋼は、例えば１０００～１２００℃での圧延及び／又は鍛造によって熱間状態におい
て熱機械的に変態される。
　－軟化焼鈍作業が、任意に６５０～９００℃において２～８時間行われ、空気中又は炉
中において冷却される。
　－バルブの一定の特性及び／又は形状をバルブに付与し、鍛造又は押し出しによる熱成
形を含み、ＨＦ焼入れ作業、プラズマ焼入れ又はレーザ衝撃のような、バルブの特定の部
分に行われる局所的な表面焼入れ作業を有する、最終の熱的又は熱機械的処理作業が行わ
れる。
　好ましくは、１４％≦Ｃｒ≦１６％である。
　好ましくは、１％≦Ｓｉ≦２％である。
　好ましくは、０．０５％≦Ｎ≦０．１２％である。
　好ましくは、微量≦Ｍｎ≦１％である。
　好ましくは、Ｓｉ％／Ｍｎ％≧１である。
　好ましくは、０．２％≦Ｍｏ≦０．５％である。
　好ましくは、微量≦Ｎｉ≦０．５％である。
　好ましくは、微量≦Ａｌ≦０．０１５％
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　好ましくは、微量≦Ｓ≦０．００３％である。
　好ましくは、微量≦Ｐ≦０．０１０％である。
　好ましくは、微量≦Ｂ≦０．００２０％である。
【００１３】
　最終の熱的又は熱機械的処理作業は、焼入れ作業とその後の焼き戻し作業を含むことが
できる。
【００１４】
　最終の熱的又は熱機械的処理作業は、焼鈍作業とその後の機械加工作業を含むことがで
きる。
【００１５】
　局所的な表面焼入れによって作用されるバルブの部分は、ステムの端部及び／又は弁座
接触面とすることができる。
【００１６】
　また、本発明は、上述の方法を使用して生産された、内燃機関のための単一バルブに関
する。
【００１７】
　本発明は、第１にステンレス鋼の成分の精密な平衡に基づいていることが理解されるだ
ろう。本発明は、生産される部品がマルテンサイト構造及び十分な熱機械的な処理作業に
従う有利な機械特性と、オーステナイトステンレス鋼に近い耐腐食性とを有することを可
能にする。次いで、本発明は、バルブに顕著な特性を付与する熱的及び機械的処理作業、
及び特に、例えば（限定されるわけではないが）生産作業を終了させる、最も高い応力が
かかる部分のＨＦ焼入れ作業に基づいている。
【００１８】
　本発明は、図面を参照した以下の記載からより良く理解される。
【００１９】
　使用される鋼は、実際の応用、すなわち内燃機関のための単一バルブの生産に独特な様
々な基準を満足しなければならない。
【００２０】
　ステム及びバルブヘッドにおける金属の量は、硬度及び耐摩耗性のレベルを有さなけれ
ばならず、部品の仕上げ手順（機械加工、研削、研磨・・・）及び十分な程度の延性の観
点において高すぎてはならない。
【００２１】
　他方、バルブの弁座接触面及びステムの端部は、非常に高い硬度及び耐磨耗性を提供し
なければならず、このために、鋼は特定の表面処理、すなわち局所的な表面焼入れ作業に
耐えることができなければならない。この種の局所的な表面焼入れ作業は最も一般的には
“高周波焼入れ”　又はＨＦ焼入れとして知られている方法によって行われ、この作業は
、対象となっている領域のみを誘導システムを使用して短時間、大幅に加熱することを含
んでいる。マルテンサイト鋼のバルブの表面は、この熱的な“フラッシュ”によって再オ
ーステナイト化され、次いで、加熱された表面領域が、冷たいままである下層の基板によ
る熱伝導によって急速に冷却されることによる急激なマルテンサイト焼入れを受ける。こ
れらの条件の下で、ＨＦ焼入れを使用して処理され、その構造がマルテンサイトである表
面は、対象とされる応用に対して必要とされる５５～６０ＨＲＣの硬度のレベルに容易に
達する。耐磨耗性の制約として望まれる硬度の平均レベルは最も一般的には５８ＨＲＣで
ある。
【００２２】
　ＨＦ焼入れと同様の方法で、プラズマ焼入れ又はレーザーショック（“レーザーピーニ
ング”とも呼ばれる）のような、局所的な表面焼入れを含む表面処理の別の方法を用いて
匹敵する結果を得ることが可能である。
【００２３】
　バルブの使用に直結するこれら種々の基準に加えて、本発明において使用される鋼は、
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バルブの生産に関する種々の制限にも従わなければならない。バルブの生産は、それぞれ
が金属の特性及び作用における厳しい制限を課する、２つの主な相において行われる。
【００２４】
　金属精錬生産者は所定の組成の鋼を生産し、鋳造し、加熱成形し、次いでバルブの製造
業者に棒材の形で供給する。
【００２５】
　この製造業者は、次いで棒材をスラグに切断し（この作業は“所定の長さへの切断”と
も呼ばれる）、次いで、通常は鍛造又は押出成形によるバルブの形成を行う。
【００２６】
　第１の要求は、本発明において使用される鋼が適度な材料コストを有することである。
【００２７】
　金属精錬業者にとって、安い材料コストは、ニッケル、モリブデン、タングステン、等
のようなコストのかかる元素による大幅な添加がないことを意味し、よって容易に商業的
に入手可能であり、厳密な選択を要しない廉価な原材料の使用を意味している。この最後
の点それ自体は、望ましい鋼が、不可避な残りの元素及び通常の再使用スクラップに見ら
れる様々な含有成分（ニッケル、銅、バナジウム、モリブデン等）許容し得るということ
を意味する。
【００２８】
　また、鋼の生産中は、金属製造業者は高い歩留まりの設備（従来の電気炉、連続鋳造な
ど）及び簡単かつ信頼性の高い生産方法を使用することができなければならない。第１に
、”インゴットの経路”が生産者に使用され次第、鋼は、浪費の原因であることが多いイ
ンゴットの“割れ”（冷却中の亀裂の表面での発生）の現象を防止するように、十分に“
焼入れされていない”状態でなければならない。
【００２９】
　材料をほぼ最終的な製品に（例えば、圧延又は鍛造によって）変換するのに責任を有す
る人にとって、鋼は高温における延性に関する良好な特性を理想的には有し、高温状態に
おいて割れの形成に対して敏感であってはならない。この場合、鋼に対する低いレベルの
焼入れ性は、変態の手順が圧延又は鍛造を含む多くの中間段階を備える場合に利点を構成
する。低いレベルの焼入れ性は、中間的なほぼ最終の製品の割れの危険を制限し、室温へ
戻る間の自己焼鈍を含む機構を使用した鋼の軟化を促進する。
【００３０】
　鋼が次いでバルブ製造者の観点で従わなければならない制限は多く、通常は生産ライン
が大幅に統合され自動化されているということは不可避である。
【００３１】
　製造者は、まず棒材を切断し、次いで鍛造又は押出成形のいずれかによる、バルブの加
熱成形に対する実際の作業を行う。
【００３２】
　最初の切断作業は、金属が脆くないこと、低いレベルの硬度を有すること、及び切断機
に対する低いレベルの摩擦を有することを仮定している。特に、切断される鋼中の粗い炭
化物は、切断の切断刃の劣化の原因であり、よって回避されるべきである。
【００３３】
　スラグのバルブへの熱間変態のための２番目の主な作業においては、金属は以下の基準
に合致しなければならない。
【００３４】
　変態の作業は通常、可能な最高温度（１１５０℃～１２００℃）において行われるので
、金属はこれら温度において十分なレベルの展性を有しなければならない。
【００３５】
　さらに、バルブのステムは通常、この作業中に少しの程度しか変形しないので、その構
造は当初のバーの構造と、特にバルブを形成する前の再加熱の繰り返し中のその展延に大
きく依存する。よって、鋼の構造は、高温（１１５０～１２００℃）における加熱作業に
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関する高度の安定性を有しなければならない。
【００３６】
　形成作業後には、製造者は熱処理とバルブの仕上げとを行う。よって、鋼は、使用者の
仕様に合うように行われる熱処理作業に耐えなければならない。
【００３７】
　従来技術から既知であるマルテンサイトステンレス鋼は、２つのカテゴリー、すなわち
１つめの低炭素濃度（Ｃ≦０．１％）を有する鋼を備えるものと、２つめの高炭素濃度（
ほぼ１％までの）を有する鋼を備えるものとに分類することができる。
【００３８】
　炭素濃度の低いマルテンサイトステンレス鋼は、通常は１７％までのクロムを含有する
ことができ、腐食に対する良好なレベルの耐性を有し、本発明に対して予想される好まし
い応用に適合する。しかし、これら鋼は硬化に対して非常に敏感であり、割れに対し敏感
であり、硬度を下げることを意図する焼鈍作業に耐えることが難しい。さらに、炭素濃度
の低いマルテンサイトステンレス鋼は、少量の炭素しか含有していないので、ＨＦ焼入れ
の最大硬度は要求レベルに達することがなく、炭化物の低い濃度は耐摩耗性を制限する。
【００３９】
　従来技術から既知である高炭素濃度のマルテンサイトステンレス鋼は、良好なレベルの
耐摩耗性とＨＦ焼入れされたままの状態における硬度のレベルとを有し、この耐摩耗性は
炭化物の量が増加するにつれて増加し、硬度は炭素濃度につれて通常のように増加する。
通常、合金炭素鋼の硬度は炭素の含有量に伴って増加する。０．４５％という最小炭素濃
度は、焼入れされたままの鋼における５８ＨＲＣの最小硬度を与える。
【００４０】
　従来技術においては、１７％までのクロムと０．４５％以上の炭素を含有する多くの鋼
があり、これらは上述に規定された使用のいくつかの規定に合致している。しかし、これ
らのどれもこれら仕様に完全に合致してはいない。例えば、０．５％以上の炭素を含有す
る鋼の耐腐食性は、耐腐食性に対して必要とされる元素であるクロムが炭化クロム（Ｆｅ
、Ｃｒ）７Ｃ３又は（Ｆｅ、Ｃｒ）２３Ｃ６によって大量に“固定”されるので、実質的
に非常に低下してしまう。炭化物によってこのように消費されるクロムは、耐腐食性がこ
のように大幅に低下している隣接するマトリックスから“取られる”。さらに、炭素濃度
が増加するにつれて、これら鋼は処理状態又は軟化状態においてより脆くなる。
【００４１】
　他方、これら炭素鋼の多くは、モリブデン、タングステン、ニオブのような、炭化物を
形成する様々な比率の要素を含有している。それらは、対象となる適用において過剰の無
益な物質となる。
【００４２】
　最後に、特定の例における例外として、従来技術のマルテンサイトステンレス鋼の焼入
れ性は生産工程及びバルブの生産ラインに対して好適ではない。通常、クロムを高度に含
有し、約０．５％以上の炭素を含有する鋼は、生産工程に焼鈍のサイクルを付加するので
、不必要に、又は望ましくない高度の焼入れ性を提供する。高レベルの応力に曝され、高
度の熱耐性を必要とする入り口バルブに使用される、Ｘ８５ＣｒＭｏＶ　１８－２鋼は、
価格の高い元素であるモリブデンを大量（２～３％）に含有する。この鋼は高度の焼入れ
性を特徴としており、この高度の焼入れ性は、熱力学的な原因からなるか、又はマルテン
サイト変体に起因する高い応力レベル、及び鋼製造者及び変態装置（鍛造装置又は圧延装
置）による中間製品の生産中の廃棄物の原因である。
【００４３】
　本発明は、単純な鉄－クロム－炭素系への、バナジウムと非常に廉価なシリコン及び窒
素の２つの元素との添加に特に基づいており、以下の比率を有している。ここで％は重量
％である。
　Ｃ：０．４５～０．５５％
　Ｃｒ：１２～１８％、好ましくは１４～１６％
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　Ｓｉ：１～２．５％、好ましくは１～２％
　Ｍｎ：２％までの微量、好ましくは１％までの微量、好ましくはＳｉ％／Ｍｎ％≧１
　Ｖ：０．２～０．５％
　Ｍｏ：０．５％までの微量、好ましくは０．２～０．５％
　Ｎ：０．０５～０．１５％であってＣ＋Ｎが０．５５～０．７０％
　Ｎｉ：１％までの微量、好ましくは０．５％までの微量
　Ｃｕ：０．２５％までの微量、又はＣｕ＞０．２５％の場合にはＣｕ≧０．５×Ｎｉ
　Ｃｏ：１％までの微量
　Ｗ：　０．２％までの微量
　Ｎｂ：０．１５％までの微量
　微量≦Ａｌ≦０．０２５％、好ましくは≦０．０１５％
　微量≦Ｔｉ≦０．０１０％
　微量≦Ｓ≦０．０３０％、好ましくは≦０．００３％
　微量≦Ｐ≦０．０４０％、好ましくは≦０．０１０％
　微量≦Ｂ≦０．００５０％、好ましくは≦０．００２０％
　生産作業から生じる鉄及び不純物：残量
【００４４】
　シリコンの添加は、鋼に要求される全ての特性及び作用を達成し調整する不可欠な役割
を果たす。特に、シリコンは構造の焼入れ性を制御する。
【００４５】
　通常、マルテンサイトステンレス鋼は“自己焼入れ”鋼のカテゴリーに区分される。す
なわちその構造のマルテンサイト変態は、オーステナイト相領域にある温度からの冷却作
業中に非常に容易に達成される。通常の炭素の含有量に対しては、これら鋼のオーステナ
イト相は、高温において形成され、例えば２５０℃の低温へいずれの構造的変態を生じる
ことなく冷却することができる。つまり、オーステナイト相は準安定な状態にある。冷却
作業が続く場合、準安定なオーステナイト相は、それぞれの鋼に特徴的なＭｓ温度からは
、マルテンサイトに全く突然に変態する。
【００４６】
　“自己焼入れ性を有する”として参照される鋼においては、オーステナイト構造の準安
定性は、遅い冷却速度であってさえ、非常に顕著である。このように、低濃度又は中濃度
の炭素含有量を有する、Ｆｅ－Ｃｒ－Ｃ系のマルテンサイトステンレス鋼によって、例え
ば空冷のような遅い冷却速度の場合であってさえ、大きな断面を有する製品の完全な芯部
のマルテンサイト変態を得ることが可能である。これはＦｅ－Ｃ計の炭素工では不可能で
ある。なぜなら、Ｆｅ３Ｃの炭化物の析出が非常に迅速であり、よってオーステナイト範
囲から行われる冷却作業中に容易に引き起こされるからである。
【００４７】
　よって、これがマルテンサイトステンレス鋼において行われない場合、それは、Ｆｅ３
Ｃの炭化物が熱力学的平衡の炭化物ではないからである。Ｆｅ－Ｃｒ－Ｃ系のマルテンサ
イトステンレス鋼の平衡である炭化物は、（Ｆｅ，Ｃｒ）２３Ｃ６炭化物であり、その析
出の動力学はＦｅ３Ｃ炭化物の析出の動力学より大幅に遅い。
【００４８】
　高度の焼入れ性は、高度の機械的特性が鋼の熱的処理によって求められる場合に最終製
品の段階において有利であるが、製品の生産手順全体中の多くの問題の原因となる。棒材
及び半製品のクラック、脆さ及び過剰な硬度に関連する問題、金属の硬度を減少させるた
めに手順に焼鈍サイクルを付加しなければならないこと、を挙げることができる。
【００４９】
　これは、生産廃棄物、予防策、及び生産手順における負荷であり、鋼の低度の焼入れ性
が生産段階において好ましいとされるのは、この理由のためである。
【００５０】
　しかしながら、通常はＦｅ－Ｃｒ－Ｃ系のマルテンサイトステンレス鋼である本発明に
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おいて使用される鋼の組成は、内燃機関のバルブのような小さい寸法を有する最終製品に
好適に適用される比較的適度なレベルの焼入れ性を提供する。鋼にこの特性を付与するの
は、１％より高いシリコン含有量の添加である。本発明は、本発明による鋼の組成の相状
態図のシリコンの含有量による擬似２元断面を示す図１に示されているように、シリコン
が、その１％より高い濃度である場合に、オーステナイト化温度の広い範囲において、（
Ｆｅ，Ｃｒ）７Ｃ３炭化物の安定な析出をもたらす。他の主な元素は、Ｃ＝０．５５％；
Ｍｎ＝０．５％；Ｃｒ＝１５．５％；Ｍｏ＝０．３％；Ｖ＝０．３％；Ｎ＝０．１％であ
る。この図は、金属学では普通に使用されるＴＨＥＲＮＯＣＡＬＣソフトウェア及びＴＣ
ＦＥデータベースを使用して行われたモデリングである。
【００５１】
　この図において、
－“１”で示される境界は、オーステナイトγの領域とオーステナイトγとフェライトα
とが共存する領域との間の平衡に対応するＡｅ３として参照される温度に対応している。
－“４”で示される境界は、窒化バナジウムＶＮが冷却中に出現する温度に対応している
　。
－“５”で示される境界は、オーステナイト中に（Ｆｅ，Ｃｒ）７Ｃ３の炭化物の出現に
対応している。
－“６”で示される境界は、オーステナイトγとフェライトαとが共存する領域とフェラ
イトαの領域との間の平衡に対応するＡｅ１として参照される温度に対応している。
－“７”で示される境界は、（Ｆｅ，Ｃｒ）２３Ｃ５の炭化物のソルバス（ｓｏｌｖｕｓ
）に対応しており、（Ｆｅ，Ｃｒ）２３Ｃ５は、“５”の境界線の下限より下で（Ｆｅ，
　Ｃｒ）７Ｃ３の炭化物との置換で安定な炭化物となる。
－境界“１”と“６”との間の“８”で示される境界は、窒化物Ｃｒ２Ｎのソルバスであ
る。
【００５２】
　実験的な状況においては、以下の２つの組成が生産され、次いで鍛造された。一方は低
シリコン濃度を有する（本発明によるものではない）参照（Ａ）であり、他方（Ｂ）は本
発明に使用される鋼の代表であり、高濃度のシリコンを有し、他の元素に関しては上述の
ものに非常に近い。これら２つの組成は図１の図上に位置するものであり、表１に記載さ
れている。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　前記２つの鋳造物は、本発明の最大限（０．７０％）に近い０．６７％のＣ＋Ｎ含有量
を有することに注意するべきである。
【００５５】
　製品は１１８０℃で金槌を用いて鍛造され、続いて１１８０℃に長時間加熱され続けた
。鍛造された棒材にかけられた軟化サイクルは、以下のとおりである。
－７７５℃での８時間の恒温保持
－続いてのオーブン中での５５０℃までのゆっくりとした冷却（４０℃／時間以下）
【００５６】
　鍛造と軟化焼鈍タイプの当初の熱処理作業の適用との後に、これら２つのオーステナイ
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ト範囲内に位置した組成は膨張計測を使用してテストされ、１０５０度の温度からの連続
的な冷却に関する金属学的変態図を形成した。
【００５７】
　組成Ａのマルテンサイト変態又はベーナイト変態のレベルは、かけられた全ての冷却速
度に対して常に非常に高く維持され、この冷却速度は２５～２００ｍｍの直径の棒材の空
気中における芯部の冷却の発現に対応している。よって、この材料はその成形の様々な段
階において割れの形成を受けやすい。
【００５８】
　他方、本発明によるシリコンを富化された組成Ｂは、オーステナイトのフェライト、炭
化物、及び窒化物への分解によって高温（７００～８００℃）で急速に変態する。膨張計
測においては、シリコンを富化されたこの鋼のオーステナイトの分解は、炭素鋼の既存の
パーライト変態に非常に似通っている。本発明に使用することができる組成Ｂに対しては
、マルテンサイト変態の残存レベルは、５０ｍｍ以上の直径の棒材の空気中の芯部の冷却
に対応する全ての冷却速度に対して無視できるほど小さく、２５ｍｍの直径までの芯部に
制限される。
【００５９】
　よって、製品に出現する割れの危険は、バルブの生産サイクル全体の間、非常に低い。
【００６０】
　さらに、本発明の組成Ｂの完全なマルテンサイト変態は、速い冷却速度の適用を使用し
て可能である。１０５０℃での分解と２０ｍｍの直径を有する試料の油焼入れの後に、鋼
Ｂの構造はマルテンサイトでありＨＲＣ５８の硬度を有する。また、その構造は顕著に微
細であり、鋼Ａの構造より均一である。図１によれば、焼入れ時に（Ｆｅ，Ｃｒ）７Ｃ３

の炭化物が鋼Ｂには存在するのに対し、鋼Ａには（Ｆｅ，Ｃｒ）２３Ｃ６の炭化物が存在
する。
【００６１】
　本発明に使用される鋼組成に対して必要とされる特性は、合金元素の精密な平衡によっ
て得られる。
【００６２】
　炭素はマルテンサイト又は任意にベーナイトに硬度を付与するために本質的な元素であ
り、マルテンサイト又はベーナイトは焼入れ作業中に形成される。炭素の最小含有量は、
熱処理後のＨＲＣ硬度５８のレベルを達成するがデルタフェライトを有さない金属学的構
造を達成するために、０．４５％でなければならない。
【００６３】
　炭素の最大含有量は０．５５％に制限される。これ以上では、炭素はあまりにも多量の
クロム炭化物を形成し、クロム炭化物は適用に対して脆化性であって不利であり、棒材の
固化に起因する固体の炭化物の場合には有害でさえあり、母材中の”自由な“クロムのわ
ずかな部分は、酸化に必要とされる含有量を有するにはあまりにも少なくなる。
【００６４】
　シリコンは本発明の主な添加元素である。望ましい低レベルの焼入れ性を得るために、
シリコンの含有量は１％以上、好ましくは１，４％以上でなければならない。シリコンの
含有量は、安定なフェライトを有さない構造を維持するために最大２．５％に制限される
。シリコンは、酸化及び硫黄による腐食に対する耐性を強化することによる鋼の使用に対
して非常に有利である第２の作用を提供し、この作用はクロムの作用を補う。また、シリ
コンは脱酸に対する効果的で安価な元素を構成する。しかし、シリコンは鋼の熔融が始ま
る温度（固溶線）を低下させ、鍛造可能な範囲を減少させる。
【００６５】
　好ましくは、シリコンの最大含有量は、高温、すなわち１２００℃までの温度における
最良の可鍛性を求める場合には、２％に制限される。
【００６６】
　クロムは本発明において使用される鋼の本質的な元素であり、入口バルブの環境に対す
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る保護を可能とする。排ガス再噴射ディーゼルエンジンの場合には、動作中において、こ
れら環境は酸化性であるとともに、燃料中の硫黄含有量による硫化性を有する場合のある
熱いガスである。これらガスの凝縮物もまた腐食性である。鋼の表面に形成されるクロム
酸化物は、純粋に連続的であり１２％の鋼の母在中の最小平均含有量に対して保護的であ
る。したがって、本発明の記載においては、このバルブはクロムに関する最小含有量であ
ると考えられる。しかし、鋼中に存在する炭素がクロムの幾分かを固定すること、よって
この幾分かの部分が酸化物のフィルムの形成のためにもはや使用出来ないことを考慮する
と、この組成におけるクロムの最小含有量は好ましくは１４％である。
【００６７】
　クロムの最大含有量は鋼の金属学的平衡によって、特に熱間状態における熱的処理及び
変態の温度においてフェライトを有さない純粋にオーステナイトである母材を有する構造
を得ようとする要求によって、条件を決められる。本発明によって要求されるように、オ
ーステナイト構造を維持するが高価でもある元素であるニッケルを添加することなく、０
．５５～０．７０％の含有量の炭素及び窒素の存在下において、クロムの最大許容含有量
は１８％である。シリコンの多量の添加が本発明において行われ、この元素がクロムと類
似する効果を有している、すなわちフェライト相の出現を促進するので、クロムの最大含
有量は好ましくは１６％に制限される。これに加えて、Ｓｉの含有量が高く、Ｃ＋Ｎの含
有量が低い場合にはデルタフェライトの出現の危険がある。
【００６８】
　窒素の添加は、固化中にこの元素の溶解度の最大レベルを超えないように、最大含有量
０．１５％まで、好ましくは０．１２％まで行われる。これは金属中のガスの泡の形成を
もたらし、固化された金属への空孔（穴）の出現を引き起こす。
【００６９】
　廉価な窒素は２つの理由のために補足的な添加物として使用される。
【００７０】
　第１には、窒素は約１０００～１２００℃においてオーステナイト構造を安定化し、よ
って炭化物の過剰な析出の欠点を有することなく炭素を部分的に置き換えることができる
。このように、窒素の添加によって、クロムが多く、炭素の制限された含有量を有する鋼
におけるデルタフェライトの形成を防止することができる。
【００７１】
　第２に、窒素は、腐食性を有する凝集物の存在下における鋼の耐腐食性に有効である。
【００７２】
　これら２つの理由のため、窒素の最小含有量は０．０５％であり、組成の良好な平衡（
デルタフェライトが存在しない）を達成するために、Ｃ＋Ｎ≧０．５５％でなければなら
ない。窒素の最小含有量は、上述に規定された炭素と窒素の最大含有量が過剰とならない
ように、Ｃ＋Ｎ≦０．７０％でなければならない
【００７３】
　バナジウムの添加は、窒素及び炭素とともに、熱的処理温度で安定なバナジウム窒化物
及び炭化物の析出物を形成するために行われる。これは、構造の結晶粒の拡大を、圧延又
は鍛造によって変態された金属の再結晶化が生じるこれら温度において、制限することを
可能とする。
【００７４】
　バナジウムの窒化物及び炭化物は、鋼の耐摩耗性に対して有利であり、マルテンサイト
鋼の耐クリープ性を増加させることで知られている。
【００７５】
　さらに、窒化バナジウムＶＮの形成は、母材のクロムを枯渇させる窒化クロムＣｒ２Ｎ
の形成を制限することを可能とする。
【００７６】
　これら効果は０．２～０．５％のバナジウムの含有量に対して得られる。
【００７７】
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　また、モリブデンの少量の添加が、従来技術から知られている高いレベルの硬度に対し
て処理された鋼の脆性を制限することに貢献するという効果のために行われる。顕著な効
果は０．２％から見られ始める。０．５％の最大含有量が、鋼の材料コストを不必要に増
加させないように許容される。
【００７８】
　これら適度なモリブデン及びバナジウムの添加は最終的に、鋼の生産中において、これ
ら元素を含有する鋼の再利用に由来する原材料の使用を可能にするという、顕著な経済的
利点をもたらす。
【００７９】
　また、これら材料は、本発明に使用される鋼の特性に対して必要不可欠ではない他の残
留元素を含み、よってこれら元素は微少量だけ存在する。再使用される鋼から由来する装
入物中に頻繁に見られる残留金属元素は、実質的にマンガン、ニッケル、銅、タングステ
ン、ニオブ、及びまれにコバルトである。
【００８０】
　マンガンは、商業的に入手可能な多くの鉄系原材料中に存在する。マンガンは、電気炉
のような生産工程のオーブンにおいて容易に酸化される場合があるが、生産作業中におけ
るその積極的かつ強制的な除去は、コストがかかり本発明においては有利ではない。再使
用される装入物は、通常本発明の内容において許容できる２％まで含有することができ、
生産作業中の酸化によって大部分がいずれにしろ失われる。よって、マンガンの最終的な
含有量を、鋼生産工場のオーブン中における鋼の生産を行う実際に対して好適な原材料の
混合の賢明な選択によって、本発明に使用される鋼において１％未満に制限することは簡
単である。
【００８１】
　本発明に使用される鋼に対して求められる特性に関しては、マンガンは、酸化及び硫化
に対する耐性を減少させることで知られており、オーステナイトを安定化させ、鋼のマル
テンサイト的焼入れ性を増加させるので、２％以上の含有量においては有害である。マン
ガンの最大残留量は、よって、２％以下、好ましくは微量～１％に制限されなければなら
ず、これは鋼製造業者にとっては簡単かつ廉価である。
【００８２】
　また、好ましい態様においては、本発明に使用される鋼は、マンガンとシリコンとの比
率Ｓｉ％／Ｍｎ％が１以上であるようなマンガンとシリコンとの含有量を備える。これは
、この条件が自然な雰囲気中における鋳造耐火煉瓦中における液体金属の鋳造性を促進す
るからである。
【００８３】
　ニッケルは、鉄系再利用原材料中に次第に度を増して存在する。よって通常は０．２～
０．４％の比率で見受けられる。マンガンとは対照的に、原材料中のニッケルは、例えば
従来の電気炉などの生産作業中に少量しか酸化されない。よって、ニッケルは最終的な金
属中には殆ど必ず見受けられる。
【００８４】
　本発明に使用される鋼に関しては、ニッケルは焼入れ性を大幅に増加させる元素であり
、この理由によって１％以上の含有量は望ましくない。好ましくは、ニッケルの最大含有
量は微量～０．５％である。
【００８５】
　ニッケルと同様に銅もまた、約０．１～０．２％、０．４％までさえの含有量で通常の
鉄系原材料に存在しており、生産作業中に除去されることはない。銅は、鉄－クロム系鋼
が熱機械的変態手順の非常に高い温度にもたらされた場合に、鋼の結晶粒界における液体
のフィルムの形成を促進するので、鉄－クロム系鋼の鍛造性を劣化させることで知られて
いる。また、ニッケルは、オーステナイト相の安定化による液相の損失への粒内“溶出”
のこのメカニズムに対抗するのに非常に効果的であることで知られている。したがって、
ニッケルが大量に存在する場合、本発明において使用される鋼は、比較的多量の銅に耐え
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る。
【００８６】
　これら全ての理由のために、本発明の鋼の銅の最大含有量は、
－最大０．２５％に制限されるか、
－又は、Ｃｕ＞０．２５％である場合には、ニッケルの含有量の０．５倍に制限される。
【００８７】
　タングステンは、高価な元素であり、再使用原材料中にいくらか存在する。低含有量で
は、タングステンは鋼に、モリブデンによって付与されるのと同様の特性を付与する。よ
って、従来技術においては、タングステンは“モリブデンと等価”と考えられる場合が多
く、重量パーセントとして、Ｍｏ（等価量）＝０．５倍のタングステン含有量によって規
定される。これら理由のため、本発明に使用される鋼は、０～０．２％のタングステンを
含有することができる。
【００８８】
　コバルトは、例外的に特定の原材料に見受けられる。ニッケルと同様に、コバルトは、
従来の電気炉における生産作業中の低レベルの酸化を有する。しかし、ニッケルとは対照
的に、コバルトは本発明のバルブの特性及び挙動に有害な影響を有することはない。従っ
て、本発明に使用される鋼の組成は、残留元素の形態で１％までのコバルトを備えている
。
【００８９】
　ニオブは、非常に低い含有量から、鋼においてオーステナイト化の温度又は熱力学的変
態の温度におけるオーステナイトの結晶粒の膨張を制限することに寄与する安定な炭化物
及び窒化物を形成することで知られている。従って、ニオブは、本発明において使用され
る鋼の結晶粒のサイズを制御するというバナジウムの役割を効果的に補うことができる。
しかし、ニオブは、鋼の棒材の固化中に脆化されているネットワークにおける共晶炭化物
及び窒化物の析出を促進するとも考えられる。これら理由のために、本発明において使用
される鋼のニオブの含有量は、０．１５％に制限される。
【００９０】
　ボロンの添加は可能である。この元素は、所定の場合には、結晶粒界に対する高度の結
合を提供することができると考えられる。ボロンを添加することは、本発明の内容におい
て決して必要不可欠なわけではないが、望ましい場合には、ボロンの含有量は微量～０．
００５０％、好ましくは微量～０．００２０％でなければならない。
【００９１】
　アルミニウム及びチタンは、窒素とともに脆化性であり、従って望ましくない窒化物を
形成するという事実によって避けられるべきである。
【００９２】
　アルミニウムの含有量は、≦０．０２５％、好ましくは≦０．０１５％でなければなら
ない。チタンの含有量は０．０１％でなければならない。
【００９３】
　硫黄に関しては、この種の鋼に関する標準は０．００３０％までを許容している。しか
し、０．００３％という最大含有量が、結晶粒間の脆化及びこの元素の存在に従来は結び
付けられていた偏析の問題を回避するために好ましい。
【００９４】
　リンに関しては、標準におけるように０．０４０％までは許容されるが、最大含有量０
．０１０％が硫黄と同じ理由のために好ましい。
【００９５】
　酸素に関しては、本発明は特定の要求を有していない。特に良好な介在物の特性が望ま
れない場合には、酸素含有量はシリコンの含有及び他の元素の意図した含有量を得るため
に必要とされる生産条件から自然にもたらされるもの（これは通常は主に脱酸素元素であ
る）で十分である。０．００５０％以下のオーダの酸素含有量が一般的に得られるが、本
発明の内容において優先して最適化される機械的特性が介在物の特性の程度には少ししか
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依存しないので、一般的には肝要ではない。
【００９６】
　本発明において使用される鋼は、従来の材料に適用可能な方法に従って、それらの個々
の特性を考慮して、生産することができる。よって、窒素のガス形態での添加が行われな
ければならないので、真空中で鋼を生産することはできない。
【００９７】
　このため、電気オーブン、ＡＯＤ反応炉、又は大量の窒素を含有する、電気的スラグ再
溶融プロセスを使用する２次的精錬の方法を含む、鋼の生産に好適な他の手段を使用する
ことが可能である。再溶融は、例えば重要な介在物の特性が必要である場合に消耗型電極
を用いてスラグ中において行うことができる。
【００９８】
　金属の鋳造は、インゴット法、又は連続鋳造法を使用して行われる。
【００９９】
　固化構造の均一化のための熱処理作業は、必要に応じて１１５０～１２２５℃の温度に
おいて行うことができる。
【０１００】
　これら作業に続いて、鋳造された半製品の高温状態における熱力学的変態に対する、例
えば鍛造及び／又は圧延などの通常は１０００～１２００℃の温度のステップが行われる
。焼鈍作業は、構造を室温における作業のために最大限に軟化することが望ましい場合に
、熱間変態後に任意に使用することができる。製品の軟化は、６５０～９００℃の温度に
おいて２～８時間の間の恒温軟化焼鈍作業を使用して行われ、続いて空気中又はオーブン
の冷却速度でのオーブン中における冷却が行われる。
【０１０１】
　バルブに最終的な特性と形状とを付与する最終的な熱的又は熱機械的な処理作業が次い
で行われる。
【０１０２】
　最終的な熱的又は熱機械的な処理作業は、上述の熱間変態及び任意的な軟化焼鈍作業の
結果として得られる半製品から切り出されたスラグの状態から行われる。これらスラグは
次いで、高温（例えば、１１５０～１２００℃）において鍛造されるか、又は押出成形さ
れ、バルブを形成する。次いで、冷却の後に、最終熱処理作業が行われる。これら最終熱
処理作業は、焼入れ作業とすることができ、続いて焼き戻し又は焼鈍作業が最終機械加工
の前に行われる。
【０１０３】
　さらに、生産作業の最後に、例えばＨＦ焼入れ又は同等の結果をもたらす別の方法によ
って、高いレベルの硬度を有しなければならない領域、すなわち、バルブの弁座接触面及
び／又はステムの端部において、局所的な表面焼入れ作業が行われる。
【０１０４】
　本発明による方法の実施の例は以下のとおりである。
【０１０５】
　鋼は以下の組成Ｃで電気オーブン中において生産された。
　－Ｃ＝０．５１０％
　－Ｍｎ＝０．４６２％
　－Ｓｉ＝１．４３％
　－Ｃｒ＝１５．７７％
　－Ｖ＝０．３７０％
　－Ｍｏ＝０．３０５％
　－Ｎ＝０．１２９％
　－Ｓ＝０．００１９％
　－Ｐ＝０．００９４％
　－Ｎｉ＝０．０７５％
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　－Ｗ≦０．０２０％
　－Ｎｂ≦０．０１０％
　－Ｃｕ≦０．０２％
　－Ｃｏ＝０．０１７％
　－Ａｌ≦０．０２５％
　－Ｔｉ≦０．０１０％
　－Ｆｅ＝残余
【０１０６】
　Ｃ＋Ｎを合計した量は０．６４％であり、よって本発明の範囲の中心にある。
【０１０７】
　次いで、この鋼は鋳造されインゴットを形成し、１１８０℃への加熱の後に、圧延によ
って８５ｍｍの棒材に変態された。
【０１０８】
　次いで、この棒材は８８０℃における８時間の恒温焼鈍作業をかけられ、次いで、５５
０℃までオーブン中で冷却され、この温度で棒材はオーブンから取り出され空気中で冷却
された。
【０１０９】
　このように、この軟化作業後の棒材の硬度のレベルは効果的に低く、ほぼ２３５ＲＢ又
は２２ＨＲＣ（この低いレベルの硬度においては、ＨＲＣ測定はもはや重要性を有してい
ない）であった。芯部の焼入れ性の限界は、空気中における冷却作業に対して、４０ｍｍ
の直径に対応した。
【０１１０】
　次いで、このようにして得られた棒材から始めて、棒材から切り出されたスラグの全体
又は一部分の鍛造又は押出成形による高温状態における形成を含む、従来の作業がバルブ
を形成するために行われる。これらに引き続き、必要に応じて、最終顧客の要望にバルブ
の特性を順応させる熱処理作業が行われる。
【０１１１】
　この方法において、例えば、１０５０℃、３０分の溶体化熱処理と、空気中で自然に冷
却された１７ｍｍの直径に対応する急速冷却との後の、ベーナイト／マルテンサイト構造
の硬度は５８．５ＨＲＣであった。
【０１１２】
　次いで、この硬度は焼入れと焼き戻しとの処理作業を使用して従来のように変更するこ
とができる。表２は、焼き戻しの条件とＨＲＣ硬度のレベルとの例を示し、この硬度は上
述の棒材についてのこれら条件の下で得ることができる。
【０１１３】
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【表２】

【０１１４】
　最後に、本発明によれば、ＨＦ焼入れ作業がステムの端部及び／又はバルブの弁座接触
面に対して行われ、通常は５５～６０ＨＲＣの硬度がこれら部分に付与された。
【０１１５】
　本発明による処理の別の例は以下のとおりである。
【０１１６】
　鋼は、以下の組成Ｄで生産された。
　－Ｃ＝０．４７０％
　－Ｍｎ＝０．５８５％
　－Ｓｉ＝１．３６％
　－Ｃｒ＝１５．４０％
　－Ｖ＝０．３６％
　－Ｍｏ＝０．３１％
　－Ｎ＝０．１００％
　－Ｓ＝０．００２１％
　－Ｐ＝０．００６８％
　－Ｎｉ＝０．０８％
　－Ｗ＜０．０２％
　－Ｎｂ＜０．０１％
　－Ｃｕ＜０．０２％
　－Ｃｏ＝０．０１７％
　－Ａｌ≦０．０２５％
　－Ｔｉ≦０．０１０％
　－Ｆｅ＝残余
【０１１７】
　Ｃ＋Ｎを合計した量は０．５７％であり、よって本発明において使用された組成の範囲
の低い部分にある。
【０１１８】
　鋳造されたインゴットは、１１２０℃で８時間均一化され、次いでハンマーを用いて１
１８０℃において１７ｍｍの側面を有する正方形の断面を有する棒材に鍛造された。鍛造
作業に引き続き、棒材は６５０℃のオーブンに２時間の間入れられ、鍛造後の恒温焼鈍に
よる金属の軟化のための処理作業にかけられた。
【０１１９】
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　この段階で、金属は８５ｍｍ／ｓの変形速度及び１０００～１２３０℃の温度での”急
速な“引っ張り試験を使用して試験され、熱機械的変態の温度範囲における延性を増加さ
れた。金属の延性は引っ張り試験の通常のパラメータ、すなわち破断における伸び（Ａ％
）と破断領域の断面の減少（Ｚ％）とによって定められる。熱抵抗は、破断における最大
応力（Ｒｍ　ＭＰａ）の変数によって図示されている。
【０１２０】
　温度によるこれら変数の挙動（ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を示す曲線は図２に示されており
、組成Ｄを有する鋼の延性は１１００～１２３０℃で最大値を有し、Ａ及びＺ（％）の最
高値によって特徴付けられる。
【０１２１】
　１１００℃以下では、機械的強度（Ｒｍ）の連続的増加は漸進的に金属の塑性を減少さ
せる。
【０１２２】
　この組成Ｄに対しては、合計のＣ＋Ｎの含有量は本発明による値の低限にあり、１０５
０℃のオーステナイト化温度からの様々な冷却速度で行われる膨張試験に従って測定され
たマルテンサイト変態の比率は、約６０ｍｍの直径を有する棒材の空気中での自然な芯部
の冷却に対応する冷却速度以下の全ての冷却速度に対して無視できる程度となる。
【０１２３】
　さらに、１０５０℃からのさらに速い冷却に続いて形成されるマルテンサイトは、５７
．７ＨＲＣの硬度を有する。
【０１２４】
　次いで、バルブを形成するための作業が行われた。
【０１２５】
　次いで、完全なマルテンサイト構造の焼き戻しは、表３の下欄に示されるように、硬度
の広いレベルの変化を、組成Ｄを有する鋼において得られることを可能にした。
【０１２６】
【表３】

【０１２７】
　最後に、ＨＦ焼入れ作業が、本発明に従って、ステムの端部及び／又はバルブの弁座接
触面に対して行われた。
【０１２８】
　図２と同様の図３は、比較の形で本発明によらない組成を有する鋼Ｅに対する、温度に
よるＡ％、Ｚ％、及びＲｍの展開線を示している。
　－Ｃ＝０．８３７％
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　－Ｓｉ＝０．７５８％
　－Ｍｎ＝１．２２％
　－Ｓ＜０．０００１％
　－Ｐ＝０．０１６％
　－Ｎｉ＝０．２５２％
　－Ｃｒ＝１７．３５％
　－Ｍｏ＝２．２９％
　－Ｖ＝０．４７８％
　－Ｃｕ＝０．０８８％
　－Ｎ＝０．０２９０％
　－Ｂ＝０．００１７％
　残余は鉄及び不純物である。
【０１２９】
　したがって、この鋼Ｅは、上述に引用されたＸ８５ＣｒＭｏＶ　１８－２タイプの、高
含有量の炭素を有するクロム／モリブデン　マルテンサイトステンレス鋼である。金属は
、工業的鋳造からの約１．５トンのインゴットに由来している。このインゴットは、１１
７０℃で均一化され、次いでこの温度から開始されて９０ｍｍの直径に圧延された。さら
に、試験のために使用される棒材は、ピーリング及び切断の前の軟化のために、８３０℃
における恒温焼鈍によって処理された。
【０１３０】
　この鋼の延性は、１１２０～１２００℃の制限された範囲における顕著な最大値を有し
、次いで急速に低下する。したがって、この鋼は処理条件における変化に対して鋼Ｄより
実質的に非常に寛容である。特に、絶対的には、その延性は鋼Ｂより実質的に小さく、そ
の最大Ａ％、及びＺ％値は鋼Ｂの最大Ａ％、及びＺ％値より非常に大幅に低い。このよう
に、モリブデンの多量の存在による非常に高い材料コストを有すること以上に、この参照
鋼Ｅは、本発明の内容において使用される鋼より実質的に少ししか技術的問題を克服しな
い。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明に使用することができる鋼の例の、Ｓｉ含有量による相状態図である。
【図２】本発明に使用することができる鋼の例の、温度による機械的特性を示す図である
。
【図３】本発明に従っていない参照鋼の例の、温度による機械的特性を示す図である。
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